
　　防火帯の設置工事

【概要】工事完了

防護対象施設(高放射性廃液貯蔵場(HAW),ガラス固化技術開発施設
(TVF)技術開発棟及び第二付属排気筒)について,森林火災による施設へ
の延焼を防止するため, 防火帯(緩衝地帯)※を設置する。

作業期間は、令和5年7月24日から令和6年3月27日。

※可燃物を除去(樹木伐採等)し,不燃材化(モルタル吹付等)した帯状の区域。
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